
取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備するとともに、新入社員も対象とした年度初めに行う社内会議において全

従業員へ周知。子の看護休暇は時間単位で取得可能。配偶者が出産した際、有給で特別休暇を取得可能。育児休業等の制

度の対象となる従業員には、利用できる制度について個別に説明を行う体制を整備。育児休業等の取得を希望する従業員に

は、面談により把握したニーズに合わせ作成する育休復帰支援プランによる措置を実施し、円滑な職場復帰を支援。

幼稚園、小学校の運動会や子どもの学校行事に参加しなければならない際は、快く時間をいただいております。（30代

／男性）

配偶者と子どもがインフルエンザを罹患した際に看護休暇を利用しました。急な申し出に対し事業主より快諾をいただき、

感謝し、大変助かりました。（40代／男性）

社員の声

業種 電気工事業・電気通信工事業・土木工事業

従業員数 29人（男性26人／女性3人） 所在地 弘前市大字徳田町30番地１

3回
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認定番号　第 8 号

張山電氣株式会社

代表者 代表取締役　張山久次

認定期間 令和4年9月1日 ～ 令和6年8月31日

再認定回数

弘前市子育て応援企業


